下呂市農業委員会告示第３号

　下記農地は農地法第32条第１項第１号に該当する農地であるので、同条第３項の規定に基づき告示する。

令和７年３月18日
下呂市農業委員会　会長　金森　茂俊　　

記
1. 農地の所在等
	[bookmark: _Hlk193269033]番号
	所在・地番
	現況地目
	登記簿
面積
	農地法32条
第1項の該当

	
	地域
	大字
	集落
	本番
	枝番
	孫番
	
	
	

	1 
	下呂市萩原町
	萩原
	字町頭
	1256
	9
	　
	畑
	198
	第1号

	2 
	下呂市小坂町
	門坂
	字樋口
	635
	　
	　
	畑
	357
	第1号

	3 
	下呂市小坂町
	門坂
	字樋口
	656
	　
	　
	畑
	489
	第1号

	4 
	下呂市小坂町
	落合
	字下島上ノ段
	1462
	　
	　
	田
	756
	第1号

	5 
	下呂市
	門和佐
	字檗ケ洞
	50
	　
	　
	田
	234
	第1号

	6 
	下呂市
	門和佐
	字鍋ケ野
	151
	1
	　
	田
	249
	第1号

	7 
	下呂市
	門和佐
	字鍋ケ野
	152
	　
	　
	畑
	218
	第1号

	8 
	下呂市
	保井戸
	字上野
	1219
	　
	　
	田
	82
	第1号

	9 
	下呂市
	三ツ渕
	字渡合野
	22
	6
	　
	畑
	3.49
	第1号

	10 
	下呂市金山町
	菅田桐洞
	字朧
	315
	1
	　
	畑
	73
	第1号

	11 
	下呂市金山町
	菅田桐洞
	字朧
	327
	2
	　
	畑
	394
	第1号

	12 
	下呂市金山町
	菅田桐洞
	字朧
	341
	　
	　
	畑
	148
	第1号

	13 
	下呂市金山町
	菅田桐洞
	字田中
	559
	1
	2
	畑
	26
	第1号

	14 
	下呂市金山町
	戸部
	字中戸川谷上
	1205
	3
	　
	畑
	91
	第1号

	15 
	下呂市金山町
	戸部
	字中戸川谷上
	1220
	2
	　
	畑
	62
	第1号

	16 
	下呂市金山町
	戸部
	字中戸川谷上
	1221
	　
	　
	畑
	155
	第1号

	17 
	下呂市金山町
	戸部
	字寺本
	1271
	2
	　
	畑
	121
	第1号

	18 
	下呂市金山町
	戸部
	字寺本
	1273
	2
	　
	畑
	214
	第1号

	19 
	下呂市金山町
	戸部
	字ヨマセ
	1640
	　
	　
	田
	458
	第1号

	20 
	下呂市金山町
	戸部
	字厚曽
	1898
	5
	　
	田
	16
	第1号

	21 
	下呂市金山町
	戸部
	字諸原
	3315
	1
	　
	畑
	779
	第1号

	22 
	下呂市金山町
	戸部
	字登路瀬
	4667
	1
	　
	畑
	1586
	第1号

	23 
	下呂市金山町
	戸部
	字登路瀬
	4679
	1
	　
	畑
	618
	第1号

	24 
	下呂市金山町
	戸部
	字登路瀬
	4679
	3
	　
	畑
	48.02
	第1号

	25 
	下呂市金山町
	戸部
	字登路瀬
	4684
	　
	　
	畑
	267
	第1号

	26 
	下呂市金山町
	戸部
	字登路瀬
	4686
	1
	　
	畑
	1401
	第1号

	27 
	下呂市金山町
	戸部
	字登路瀬
	4686
	2
	　
	畑
	49
	第1号

	番号
	所在・地番
	現況地目
	登記簿
面積
	農地法32条
第1項の該当

	
	地域
	大字
	集落
	本番
	枝番
	孫番
	
	
	

	28 
	下呂市金山町
	東沓部
	字紺屋会津
	621
	71
	　
	畑
	685
	第1号

	29 
	下呂市金山町
	東沓部
	字中会津
	1862
	　
	　
	畑
	330
	第1号

	30 
	下呂市金山町
	東沓部
	字大沼
	2039
	　
	　
	畑
	770
	第1号

	31 
	下呂市金山町
	東沓部
	字棒端
	2862
	1
	　
	畑
	95
	第1号

	32 
	下呂市金山町
	東沓部
	字大溝
	3130
	1
	　
	畑
	238
	第1号

	33 
	下呂市馬瀬
	川上
	字東芋島
	26
	2
	　
	畑
	22
	第1号

	34 
	下呂市馬瀬
	川上
	字田代垣内
	284
	1
	　
	畑
	224
	第1号

	35 
	下呂市馬瀬
	川上
	字西芋島
	728
	　
	　
	畑
	29
	第1号

	36 
	下呂市馬瀬
	川上
	字西芋島
	751
	　
	　
	畑
	152
	第1号

	37 
	下呂市馬瀬
	川上
	字西芋島
	758
	　
	　
	畑
	224
	第1号

	38 
	下呂市馬瀬
	黒石
	字内戸
	276
	3
	　
	畑
	142
	第1号

	39 
	下呂市馬瀬
	黒石
	字内戸
	280
	1
	　
	畑
	3.87
	第1号

	40 
	下呂市馬瀬
	黒石
	字黒石垣内
	471
	　
	　
	畑
	971
	第1号

	41 
	下呂市馬瀬
	黒石
	字上田垣内
	589
	　
	　
	畑
	125
	第1号

	42 
	下呂市馬瀬
	黒石
	字無笹島
	1712
	　
	　
	田
	687
	第1号

	43 
	下呂市馬瀬
	黒石
	字無笹島
	1713
	　
	　
	田
	337
	第1号

	44 
	下呂市馬瀬
	黒石
	字無笹島
	1724
	　
	　
	畑
	1722
	第1号

	45 
	下呂市馬瀬
	黒石
	字中林
	2049
	1
	　
	畑
	125
	第1号

	46 
	下呂市馬瀬
	黒石
	字中林
	2052
	　
	　
	畑
	687
	第1号


第 １ 号：現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
第 ２ 号：その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地

2. この告示は、農地法第32条に基づく利用意向調査を受けるべき農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者（以下「所有者等」という。）を確知できないことから行うものである。

3. 上記の農地の所有者等は、この告示の日から起算して６月以内に、次に掲げる事項を記載した申出書に当該農地についての権限を証する書類を添えて農業委員会に提出するものとする。
(１)　申出を行う者の氏名・住所（法人にあっては、その名称・主たる事務所の所在地・代表者の氏名）
(２)　当該農地の所在、地番、地目、面積

４．また、この告示があった日から起算して６月以内に所有者等から申出がなかった場合には、農地法第43条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該告示に係る農地について都道府県知事の裁定により利用権の設定が行われることがある。
以上
